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経済財政運営と改革の基本方針 2022（文教・科技主要箇所抜粋） 
（令和４年６月７日閣議決定） 

 
第２章 新しい資本主義に向けた改革 
 

１．新しい資本主義に向けた重点投資分野 

（１）人への投資と分配 

（人的資本投資） 

（中略）あわせて、社会全体で学び直し（リカレント教育）を促進するための環境を整

備する 1。学び直しによる成果の可視化と適切な評価、学び直し成果を活用したキャリア

アップや兼業・副業の促進、学ぶ意欲がある人への支援の充実や環境整備、成長分野のニ

ーズに応じたプログラムの開発支援や学び直しの産学官の対話、企業におけるリカレント

教育による人材育成の強化等の取組を進める。（以下略） 

 

（質の高い教育の実現）  

人への投資を通じた「成長と分配の好循環」を教育・人材育成においても実現し、「新し

い資本主義」の実現に資するため、デジタル化に対応したイノベーション人材の育成等、

大学、高等専門学校、専門学校等の社会の変化への対応を加速する。このため、教育未来

創造会議の第一次提言等に基づき、以下の課題について、必要な取組を速やかに進める。 

新たな時代に対応する学びの支援の充実を図る。このため、恒久的な財源も念頭に置き

つつ、給付型奨学金と授業料減免を、必要性の高い多子世帯や理工農系の学生等の中間層

へ拡大する。また、減額返還制度を見直すほか、在学中は授業料を徴収せず卒業後の所得

に応じて納付を可能とする新たな制度を、教育費を親・子供本人・国がどのように負担す

べきかという論点や本制度の国民的な理解・受け入れ可能性を十分に考慮した上で、授業

料無償化の対象となっていない学生について、安定的な財源を確保しつつ本格導入するこ

とに向け検討する 2こととし、まずは大学院段階において導入することにより、ライフイ

ベントも踏まえた柔軟な返還・納付（出世払い）の仕組みの創設を行う。官民共同修学支

援プログラムの創設、地方自治体や企業による奨学金返還支援の促進等、若者を始め誰も

が、家庭の経済事情にかかわらず学ぶことができる環境の整備を進める。 

未来を支える人材を育む大学等の機能強化を図る。このため、デジタル・グリーンなど

成長分野への大学等の再編促進と産学官連携強化等に向け、複数年度にわたり予見可能性

をもって再編に取り組める支援の検討や、私学助成のメリハリ付けの活用を始め、必要な

仕組みの構築等を進めていく。その際、現在35％にとどまっている自然科学（理系）分野

の学問を専攻する学生の割合についてＯＥＣＤ諸国で最も高い水準である５割程度を目

指すなど具体的な目標を設定し、今後５～10年程度の期間に集中的に意欲ある大学の主体

                         
1 「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について（第一次提言）」（令和４年５月10日教育未来創造会議決定）
に基づく。 
2 法制的な位置付けの検討を含む。 
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性をいかした取組を推進する。また、あらゆる分野の知見を総合的に活用し社会課題への

的確な対応を図る｢総合知｣の創出・活用を目指し、専門性を大事にしつつも、文理横断的

な大学入学者選抜や学びへの転換を進め、文系・理系の枠を超えた人材育成を加速する。

若手研究者と企業との共同研究を通じた人材育成等により大学院教育を強化する。 

 

（２）科学技術・イノベーションへの投資  

社会課題を経済成長のエンジンへと押し上げていくためには、科学技術・イノベーショ

ンの力が不可欠である。特に、量子、ＡＩ、バイオものづくり、再生・細胞医療・遺伝子

治療等のバイオテクノロジー・医療分野は我が国の国益に直結する科学技術分野である。

このため、国が国家戦略を明示し、官民が連携して科学技術投資の抜本拡充を図り、科学

技術立国を再興する。その上で、研究開発投資を増加する企業に対しては、インセンティ

ブを付与していく。あわせて、総理に対する情報提供・助言のため、総理官邸に科学技術

顧問を設置する。小型衛星コンステレーションの構築、ロケットの打上げ能力の強化、日

本人の月面着陸等の月・火星探査等の宇宙分野、北極を含む海洋分野の取組の強化を図る。 

イノベーション創出の拠点である大学の抜本強化 3を図る。世界と伍する研究大学の実

現に向け、競争的な環境の下で大学ファンドから支援を受ける国際卓越研究大学の持続的

なイノベーション創出と自律化に資するよう、専門人材の経営参画等のガバナンス体制を

確立するとともに、必要な規制改革等の対応を早期に実行していく。地域の中核大学等が、

特色ある強みを発揮し、地域の経済社会の発展等への貢献を通じて切磋琢磨できるよう、

産学官連携など戦略的経営の抜本強化を図る 4。 

イノベーションの担い手である若い人材に対する支援を強力に推進する。博士課程学生

の処遇向上を始め、未来ある研究者の卵たちにキャリアパス全体として魅力的な展望を与

え、研究に専念できる支援策を深化させる。寄附に基づく「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」
5の発展的推進を含め、若者の世界での活躍を支援し、コロナ禍で停滞した国際頭脳循環の

活性化に取り組む。 

 

２．社会課題の解決に向けた取組 

（２）包摂社会の実現 

（女性活躍）  

（中略）ジェンダーバイアス解消のための総合的な理解の醸成と支援を図り、女子中高

生のＩＴ分野を始めとした理工系の学びや分野選択を促進するなどにより、理工系分野の

女性教員及び女子学生の割合を向上する取組 6を加速する。 

 

                         
3 ソフト・ハード一体となった教育研究環境の整備等の共創拠点化の推進等。 
4 「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」（令和４年２月１日総合科学技術・イノベーション会議決定）に基
づく。 
5 官民協働で海外留学を支援する取組。 
6 「Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」（令和４年６月２日総合科学技術・イノベーショ
ン会議決定）、教育未来創造会議の第一次提言等に基づく。 
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（共生社会づくり）  

（中略）地域と学校が連携したコミュニティ・スクールの導入を加速するとともに、夜

間中学の設置、医療的ケア児を含む障害のある子供の学びの環境整備 7、障害者等の様々

な体験活動やこれを含む生涯学習を推進する。（以下略） 

 

（３）多極化・地域活性化の推進  

（文化芸術・スポーツの振興）  

ソフトパワーを含む我が国が誇る文化芸術資源の持続可能な活用を通じた経済・地域活

性化を促進するため、統括団体等を通じた文化芸術団体・関係者の活動支援、文化芸術教

育や子供の文化芸術鑑賞・体験機会の確保、クリエーターの創作活動の支援、国立文化施

設や博物館の機能強化や日本博 2.0 等の「ＷＡＢＩ」の取組 8を推進しつつ、インセンテ

ィブを付与した寄附を始めとする民間資金や文化ＤＸ9の一層の活用等により、文化財等の

保存と活用の好循環や日本の文化芸術・コンテンツの魅力の国内外への発信、グローバル

展開及び地方展開の着実な支援・収益基盤の強化を推進する。これらを通じ、アート市場

活性化を含め文化芸術の成長産業化 10を図る。これらも含めた次期文化芸術推進基本計画

を本年度内に策定し、政府一体となって推進する。メディア芸術ナショナルセンターに関

する構想に基づき、必要な検討を行う。 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を通じて創出された多様なレガシーを着実

に継承・発展させる。スポーツツーリズムの推進を含め、日本らしいスポーツホスピタリ

ティ 11を取り入れた、スポーツ・健康まちづくりの全国展開の加速化等を通じ、誰もが気

軽にスポーツに親しみ、その価値を実感できる、活力ある、絆の強い社会を実現する 12。

民間資金やスポーツＤＸ13の一層の活用等により、指導者や活動団体の育成を通じて、ス

ポーツの成長産業化やスポーツの発展を図る。運動部活動の地域移行と持続可能な地域ス

ポーツ環境の一体的な整備に向けた取組を推進する。 

 

 

 

 

                         
7 特別支援学校の教室不足解消に向けた取組を含む。 
8 「「咲き誇れ！日本文化」戦略 ＷＡＢＩ-Worldwide Art Blossom Initiative-」（令和４年５月12日日本博総合推進会議）、
国際的なアートフェアの誘致、文化財の匠プロジェクトや文化観光拠点等の整備及び日本遺産の推進、地域の伝統行事等の
伝承等。三の丸尚蔵館収蔵品の地方展開も引き続き実施。 
9 デジタル技術を活用した文化芸術活動等の効果的・効率的な推進を指し、著作権制度改革を含む。 
10 映像作品のロケ誘致活動やｅスポーツ（コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える
際の名称）等、文化関連産業の振興を含む。 
11 「する・みる・ささえる」スポーツを行う人々が、そこに「あつまる」ことで、これまで以上に「より良く楽しむ」こと
を可能とする取組・行為全般を示す概念。 
12 「第３期スポーツ基本計画」（令和４年３月25日文部科学大臣決定）に基づく。 
13 デジタル技術を用いてデータ利活用を拡大し、それに伴う資金循環システムの強化等も含め、スポーツ活動の変革を推進
することを指す。 
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第４章 中長期の経済財政運営 
 

１． 経済社会の活力を支える教育・研究活動の推進 

多様な子供たちの特性や少子化など地域の実情等を踏まえ、誰一人取り残さず、可能性

を最大限に引き出す学びを通じ、個人と社会全体の Well-being の向上を目指す。このた

め、コロナ禍を契機に進展した教育ＤＸ14におけるリアルとデジタルの最適な組合せの観

点も踏まえつつ、あるべき資源配分の方向性を次期教育振興基本計画において示す。人と

人の触れ合いも大事にしながら、１人１台端末環境を前提として、自分のペースで試行錯

誤できる「個別最適な学び」と「協働的な学び」の具体化を早急に実現する。その際、教

育ＤＸと連動した教育のハード・ソフト・人材の一体的改革 15を、家庭環境、学習環境の

格差防止や個人情報保護、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況、教師不足解消に留意

しながら、総合的に推進する。発達段階も踏まえつつ、同一の年齢・内容・教材等の前提

に過度にとらわれず、全ての学校段階において、探究・ＳＴＥＡＭ・起業家教育等の抜本

強化を図る。35人学級等についての小学校における多面的な効果検証等を踏まえつつ、中

学校を含め、学校の望ましい教育環境や指導体制を構築していく。 

学びの基盤的な環境整備を進める。非認知能力の育成に向け、幼児期及び幼保小接続期

の教育・保育の質的向上、豊かな感性や創造性を育む文化芸術、スポーツ、自然等の体験

や読書活動を推進する。ＩＣＴも効果的に活用し、不登校特例校の全都道府県等での設置

や指導の充実の促進、ＳＣ・ＳＳＷ16の配置の促進等を通じた重大ないじめ・自殺や不登校

への対応、特異な才能への対応や特別支援教育の充実 17、国内同等の学びの環境整備及び

その特色をいかした教育の推進等の在外教育施設の機能強化を図るとともに、公民館等の

社会教育施設の活用促進により、地域の人材育成力の強化を図る。新しい時代の学びを実

現する教育環境を整備 18しつつ、組織的・実践的な安全対策に取り組むセーフティプロモ

ーションスクールの考え方を取り入れた学校安全を推進 19する。 

官民連携による持続可能な経済社会の実現に向け、「第６期科学技術・イノベーション基

本計画」20及び分野別戦略 21を着実に実行する。研究開発成果の社会実装と国際市場獲得の

ため、標準活用戦略を加速する。破壊的イノベーションの創出を目指し、初期の失敗を許

容し長期に成果を求める研究開発助成制度 22を推奨する。教育・研究・ガバナンスの一体

的改革を推進し、国立大学法人運営費交付金について、客観・共通指標による成果に基づ

                         
14 デジタル技術を活用した教育活動や学校運営等の効果的・効率的な推進と新たな価値の創出を指す。 
15 ＧＩＧＡスクール運営支援センターの整備、デジタル教科書の普及促進や民間教育が生み出したEdTechの活用の促進、小
学校における35人学級や高学年の教科担任制の推進、外部人材の柔軟な確保・活用を含む教師が安心して本務に集中できる
環境づくりや研修高度化を含む教師の資質向上等。 
16 ＳＣ：スクールカウンセラー、ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー。 
17 特別支援学級との適切な選択など、通級による指導の円滑な運用を含む。 
18 教育環境向上と老朽化対策を一体的に行う長寿命化改修等を含む計画的・効率的な整備及び横断的実行計画の策定。 
19 「第３次学校安全の推進に関する計画」（令和４年３月25日閣議決定）に基づく。 
20 令和３年３月26日閣議決定。 
21 「第６期科学技術・イノベーション基本計画」において、ＡＩ、バイオテクノロジー、量子、マテリアル、環境エネルギ
ー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産業が戦略的な重要分野として位置付けられている。また、「医療
用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」に基づく取組を推進する。 
22 ムーンショット型研究開発制度、創発的研究支援事業等。 



5 

く配分の検証・見直しを不断に進めながら、私学助成等を含めた大学への財政支援の配分

のメリハリを強化し、若手研究者の増加等につなげる。学校法人について、沿革や多様性

に配慮しつつ、社会の要請に応え得る、実効性あるガバナンス改革の法案を、秋以降速や

かに国会に提出する。国際性向上 23や人材の円滑な移動の促進、大型研究施設の官民共同

の仕組み等による戦略的な整備・活用の推進 24、情報インフラの活用を含む研究ＤＸの推

進、各種研究開発事業における国際共同研究の推進等 25により、研究の質及び生産性の向

上を目指す。 

                         
23 沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）の取組の例がある。 
24 生物・医学、素粒子物理学、天文学、情報学といった、世界の学術フロンティアなどを先導する国際的なものを含む。 
25 施設・設備・機器の共用化、競争的研究費の一体的改革、研究を支える研究職人材の活用促進、マッチングファンド方式
の活用拡大、ステージゲートによる基金の機動的な資金配分見直し等。 
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